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町
で
は
、
昭
和
六
十
一
年
度
か
ら

大
綱
を
策
定
し
、
行
政
改
革
に
取
り

組
ん
で
き
ま
し
た
が
、
こ
の
ほ
ど
総

務
省
か
ら
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け

る
行
政
改
革
推
進
の
た
め
の
新
た
な

指
針
」
が
示
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

新
た
な
大
綱
を
策
定
し
た
も
の
で
す
。

大
綱
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
行

政
改
革
懇
話
会
が
大
綱
案
を
計
三
回

に
わ
た
り
審
議
し
、
二
月
七
日
に
結

果
を
ま
と
め
た
「
行
政
改
革
に
対
す

る
提
言
」
を
町
に
提
出
。
こ
の
提
言

を
踏
ま
え
、
町
三
役
や
課
長
な
ど
で

構
成
す
る
行
政
改
革
推
進
本
部
会
議

で
検
討
さ
れ
、
決
定
し
た
も
の
で
す
。

実
施
期
間
は
、
総
務
省
の
指
針
で

示
さ
れ
た
「
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」
の

策
定
と
の
整
合
か
ら
、
こ
れ
ま
で
取

り
組
ん
で
き
た
行
政
改
革
（
平
成
八

年
度
か
ら
十
七
年
度
）
を
一
年
前
倒

し
し
て
十
六
年
度
で
終
了
し
、
平
成

十
七
年
度
か
ら
二
十
一
年
度
ま
で
の

五
年
間
と
し
た
も
の
で
す
。

改
革
の
視
点
は
▼
住
民
の
選
択
と

負
担
に
基
づ
き
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
分
権
型
社
会
▼
住
民
の
自

助
・
共
助
が
発
揮
さ
れ
る
住
民
協
働

に
よ
る
補
完
型
社
会
▼
地
域
の
さ
ま

ざ
ま
な
力
を
結
集
し
共
に
歩
む
自
律

的
な
行
政
組
織
│
│
の
三
つ
。
具
体

的
な
改
革
事
項
と
し
て
六
十
三
項
目

を
盛
り
込
み
、
可
能
な
範
囲
で
実
施

時
期
、
経
費
の
削
減
見
込
み
額
を
示

し
て
い
ま
す
。

行
政
改
革
は
、
行
政
が
積
極
的
に

改
革
に
取
り
組
む
の
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
で
す
が
、
町
民
と
の
協
同
に
よ

り
町
全
体
で
改
革
を
推
進
す
る
こ
と

が
重
要
で
す
。
町
民
の
皆
さ
ん
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
役
場
一
階
の
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

に
今
回
策
定
さ
れ
た
行
政
改
革
大

綱
を
準
備
し
て
お
き
ま
す
の
で
、

ご
覧
に
な
り
た
い
方
は
ご
自
由
に

お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

役
場
総
務
課
行
政

改
革
推
進
主
幹
（
�
８
２
―
３
１

１
１
内
線
４
４
０
）
へ
ど
う
ぞ
。

町
で
は
、
町
民
委
員
で
構
成
す
る
行
政
改
革
懇
話
会
（
濱
登
長
一
郎
会
長
）

か
ら
提
出
さ
れ
た
提
言
を
踏
ま
え
、
新
た
に
「
山
田
町
行
政
改
革
大
綱
」
を

策
定
し
ま
し
た
。
実
施
期
間
は
平
成
十
七
年
度
か
ら
二
十
一
年
度
ま
で
の
五

年
間
。
第
�
次
山
田
町
総
合
発
展
計
画
に
掲
げ
る
「
自
主
・
自
律
・
協
働
の

ま
ち
づ
く
り
」
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
、
新
た
な
改
革
の
視
点
を
も
っ
て
、

こ
れ
ま
で
の
常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
行
政
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

新
た
な
大
綱
が
ス
タ
ー
ト

63
項
目
を
見
直
し
改
善

行政改革

１　事務事業運営の合理化と効率化
・さくら幼稚園運営事業の廃止を検討
・図書館車運行事業の廃止を検討
・豊間根保育園運営事業の民営化
・指定管理者制度の導入を検討（林産物展
示販売施設、関口児童館、船越家族旅行
村、斎場、鯨と海の科学館）
・住民協働による施設管理運営の検討（集
会施設、体育施設など）
・馬指野簡易水道の上水道統合を検討
・轟木児童館の健全育成型移行を検討

２　総合性、機動性を備えた簡素で機
能的な組織

・役場地域振興室の設置
・役場支所の合理化を検討

３　職員定数および給与などの抑制
・職員定数の縮減
・職員55歳昇給停止による給与などの縮減
・特別職給与などの減額
・管理職手当の減額
・寒冷地手当の廃止
・旅費日当額の引き下げ
・時差勤務の実施を検討

４　職員人材の育成
・人材育成に関する基本方針の策定
・職員勤務評価の実施

５　住民協働による行政運営
・生涯学習ボランティアの育成を検討
・町行政出前講座の実施を検討

６　自立性の高い財政運営
・議員定数の削減
・議員報酬の減額
・町税収納率の向上
・公の施設の使用料規定の運用見直しを検討

行政改革懇話会で計３回にわ
たり大綱案を審議しました


